
事 故 事 例 〔 ハ イ ・タ ク １ 〕
曜日・ 時間・天候 土曜 日・２３ 時１５分・ 雨

場 所 市街 地の一般道 十字路
m道 路 の 状 況 湿り 、平坦、 交差点、 幅員３． ９

運 転 者 年齢 ５８歳、 運転歴１ ０年９ヶ月
km乗 務 開 始 か ら 事 故 １３ ３

発生 の乗務距離
損 害 軽傷 者１名

〔 事故概要〕
営業 所において自宅 から持参 した焼酎 を飲酒 し、仮 眠しよ うとし たところ 乗客が 来たので同

営 業 所 から 乗せ 出 発 した が、 ５ 分 後 に信 号機 の ない 交 差点 にお いて、 右 方 向 から 進入 し てき
た原動機 付自転車と衝 突し、相手方 に重傷 を負 わせた。

種別 ・ 業態 小型 ・一般乗 用
乗 車 定 員 ６名
当時 の乗車定員 ２名

【推 定原因】
○ 酒気帯びに伴 い適切 な判 断力が欠如 していたため
○ 信号機の ない交差点 での 安全確認を怠ったため
○ 深 夜 は 交 通 量 が 極 少 にな る り 、 他 に車 は い な いだ ろ う と の 思 い込 み に よ る 注 意 不 足 の

ため
○ 原動機付 自転車の飛 び出しのため

【事 故の要因】
○ 酒気帯びにより 注意力が低 下していた
○ 雨が降っていたので視界 が悪かった
○ 深夜であったので通行車両 がないだろ う運転をしていた
○ 交差点において他の 車両に対する注 意を怠った

【運 転ミス要 因（心身、 態度、 技術）】
○ 飲酒により適切な判断 力が欠如していた

【事 故の再発防 止対策】
○ 飲酒、 酒気帯びによる乗 務の禁止及 び営業所 内での禁酒の徹 底
○ 交通量が 少なくても交差 点おける安 全確認の徹 底
○ 信号機の ない交差点 での 一時停止及 び徐行運 転の徹底
○ 乗務員に対する生活習慣（ 日常生活 における飲酒）の 指導の徹底

 
止
ま
れ

　止まれ

営業所で待車中に、休
憩室で飲酒（焼酎）をし
酒気帯び状態であっ
た。


